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●
選
挙
の
お
知
ら
せ

　
福
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

　
　
告
示
日　
11
月
２
日
㈭

　
新
地
町
議
会
議
員
一
般
選
挙

　
　
告
示
日　
11
月
７
日
㈫

●
新
地
町
議
会
議
員
一
般
選
挙

　
　
　
　
　
　
立
候
補
予
定
者
説
明
会

　
任
期
満
了
（
11
月
19
日
）
に
伴
う
新
地
町
議
会
議
員
一
般
選

挙
の
立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
、
次
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。

　
立
候
補
で
き
る
方
は
、
新
地
町
に
引
き
続
き
３
か
月
以
上
住

所
を
有
し
、
選
挙
期
日
現
在
で
満
25
歳
以
上
の
方
で
す
。
立
候

補
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
は
、
必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

日

時

10
月
13
日
㈮　
10
時
〜

場

所　
新
地
町
役
場
３
階
正
庁

内

容　
立
候
補
の
手
続
き
、
選
挙
運
動
に
つ
い
て

そ
の
他　
出
席
者
は
１
候
補
者
あ
た
り
、
３
名
以
内
で
お
願
い

　
　
　
　

し
ま
す
。

※
立
候
補
届
出
書
類
の
事
前
審
査
を
10
月
27
日
㈮
の
９
時
か

ら
、
役
場
１
０
１
会
議
室
で
開
催
し
ま
す
。
こ
ち
ら
も
ご
出
席

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

町
選
挙
管
理
委
員
会　
☎
６
２
―
２
１
１
１ 投票日

11 月 12 日㈰
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令
和
６
年
度
採
用

　
新
地
町
職
員
募
集

　

町
で
は
、
令
和
６
年
度
採
用
の

職
員
（
土
木
）
候
補
者
試
験
を
次

の
と
お
り
行
い
ま
す
。

採
用
職
種
（
予
定
人
員
）

土
木
（
若
干
名
）

受
験
資
格

【
大
卒
程
度
】

　

昭
和
53
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
学
校
教
育
法
に
よ

る
大
学
で
土
木
の
専
門
課
程
を
履

修
し
、
卒
業
も
し
く
は
卒
業
見
込

み
の
方

【
短
大
卒
・
高
専
卒
程
度
】

　

昭
和
53
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、
学
校
教
育
法
に
よ

る
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
で

土
木
の
専
門
課
程
を
履
修
し
、
卒

業
も
し
く
は
卒
業
見
込
み
の
方

【
高
卒
程
度
】

　

平
成
14
年
４
月
２
日
~
平
成
18

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学

校
で
土
木
の
専
門
課
程
を
履
修

し
、
卒
業
も
し
く
は
卒
業
見
込
み

の
方

試
験
方
法
（
職
種
共
通
）

︽
第
１
次
試
験
︾

教
養
試
験
・
専
門
試
験
・
適
性
検
査

日
時

11
月
５
日
㈰　

９
時
~

場
所　
新
地
町
役
場

︽
第
２
次
試
験
︾

小
論
文
試
験
・
面
接
試
験

期
日

11
月
中
旬

場
所　
新
地
町
役
場

申
込
手
続
き

　

役
場
総
務
課
で
交
付
す
る
申
込

用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
ま
ま
す
。

受
付
期
間

９
月
20
日
㈬
~
10
月

23
日
㈪
（
執
務
時
間
中
）

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

総
務
課　

総
務
係

☎
６
２
―
２
１
１
１

町 HP

ホームページ
はこちらから
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農作業事故を防ぎましょう
　秋の農作業の時期を迎えます。農作業機械等による転落・横転・追突などの事故が発生しており
ますので、利用が多くなるトラクター作業の際は次の点に注意しましょう。
①周囲の安全確認をしっかり行いましょう。
②収納式安全フレームは運転時には必ず立てて使用しましょう。
③フレーム等が装備されている場合は、シートベルトは必ず締めましょう。
④作業時以外は左右独立ブレーキを連結させましょう。
⑤機械点検・清掃時はエンジンを止めましょう。
⑥作業機付きトラクターで公道走行する場合はランプ類や反射板を設置しましょう。

※農作業機械等で公道を走るときは、作業機械に
　付着した土砂等を取り除き、道路を汚さないよ
　う心がけましょう。

◎問い合わせ
農林水産課　農林水産係 　(電話：６２―２１９４)

⑥作業機付きトラクターで公道走行する場合はランプ類や反射板を設置しましょう。

同時開催

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

　
証
（
保
険
証
）
が
10
月
１

　
日
に
更
新
と
な
り
ま
す
　

　

現
在
お
使
い
の
保
険
証
の
有
効

期
限
は
、
令
和
５
年
９
月
30
日
で

す
。

　

新
し
い
保
険
証
（
有
効
期
限
が

令
和
６
年
９
月
30
日
）
は
、
住
民

登
録
さ
れ
て
い
る
住
所
へ
、
世
帯

主
名
で
９
月
末
日
ま
で
に
各
家
庭

に
郵
送
し
ま
す
。

　

現
在
お
使
い
の
保
険
証
は
、
10

月
以
降
に
役
場
・
各
公
民
館
に
設

置
し
て
い
る
﹁
保
険
証
回
収
ボ
ッ

ク
ス
﹂
へ
回
収
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

町
民
課　

町
民
係

☎
６
２
―
２
１
１
５

ふるさと産業まつりを開催します！

11 月 26 日㈰
場所　役場駐車場および改善センター

　  町の農林水産業および商工業等の地場産業
の展示・即売会などを行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎健康福祉まつり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎図書館まつり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎保育展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎下水道展
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来
春
入
学
児
童
の

    

就
学
時
健
康
診
断
を

    

実
施
し
ま
す

　

町
教
育
委
員
会
で
は
学
校
保
健

安
全
法
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
４

月
に
小
学
校
入
学
予
定
の
お
子
さ

ん
（
平
成
29
年
４
月
２
日
~
平
成

30
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
を
対
象

に
、
各
小
学
校
を
会
場
と
し
て
就

学
時
健
康
診
断
を
行
い
ま
す
。

　

町
内
に
住
民
票
が
あ
る
お
子
さ

ん
や
町
内
保
育
所
に
通
所
し
て
い

る
お
子
さ
ん
に
は
、
教
育
委
員
会

か
ら
案
内
文
書
を
発
送
し
ま
す
の

で
、
確
認
の
う
え
指
定
さ
れ
た
会

場
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
災
害
等
に
よ
り
住
民
票

を
異
動
せ
ず
新
地
町
に
避
難
さ
れ

て
い
る
方
で
、
令
和
６
年
４
月
に

小
学
校
へ
入
学
す
る
お
子
さ
ん
が

い
る
場
合
は
、
教
育
総
務
課
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

日
程
お
よ
び
場
所

福
田
小
学
校　
　

10
月
４
日
㈬

新
地
小
学
校　
　

10
月
12
日
㈭

駒
ケ
嶺
小
学
校　

10
月
27
日
㈮

時
間

13
時
~

（
12
時
30
分
集
合
）

◎
問
い
合
わ
せ

教
育
総
務
課　

総
務
学
校
係

☎
６
２
―
４
４
７
７

10 月１日 ( 日 )・２日 ( 月 ) に総合検診を実施します！
特定健診・健康診査・がん検診を保健センターで実施します。

　今回は、社会保険加入の方を主な対象としていますが、国民健康保険加入の方などで６月に受けら
れなかった方も受診できます。身体の状態を把握するため年に１回は健康診断を受けましょう。

　検診について不明な点は、お早めに保健センターへお問い合わせください。

受診時にご持参ください

・総合検診受診票　　　・自己負担金
・健康保険証　　　　　・受診券 ( 社会保険等の被扶養者の方で特定健診を受けられる方 )

受付時間

午前８時 15 分～ 11 時

場所

保健センター

◎問い合わせ　保健センター ( 電話：６２－２０９６)

　
親
子
で
学
ぼ
う
！

　
福
島
イ
ノ
ベ
構
想
っ
て

　
な
ぁ
に
？

　

ロ
ボ
ッ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、

ド
ロ
ー
ン
操
作
、
理
科
実
験
等
の

体
験
を
通
じ
て
、
福
島
イ
ノ
ベ
構

想
に
つ
い
て
親
子
で
楽
し
く
学
べ

る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
致
し
ま
す
。

開
催
日
時

10
月
９
日
㈪
（
祝
日
）

・
午
前
の
部
10
時
半
~
13
時

・
午
後
の
部
14
時
~
16
時
半

開
催
場
所

新
地
町
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

﹁
観
海
ホ
ー
ル
﹂

定
員
　
各
回
15
組
（
45
名
）

※
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了

参
加
対
象

小
学
１
年
生
~
中
学
３
年
生

参
加
費　
無
料

※
応
募
は
左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス

ト
構
想

見
え
る
化
セ
ミ
ナ
ー
運
営
事
務
局

☎
０
２
４
―
９
８
３
―
９
４
１
５

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
夜
間
・
休
日
窓
口
の

　
開
設
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
夜
間

窓
口
お
よ
び
休
日
窓
口
を
開
設
し

ま
す
の
で
、
是
非
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

※
事
前
予
約
制

夜
間
窓
口
開
設
日

10
月
４
日
㈬
、
11
日
㈬
、

18
日
㈬
、
25
日
㈬

17
時
30
分
~
19
時

※
最
終
受
付
時
間
は
18
時
45
分

ま
で

休
日
窓
口
開
設
日

10
月
22
日
㈰　

９
時
~
15
時

場
所　
役
場
１
階
町
民
課
窓
口

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

町
民
課　

町
民
係

☎
６
２
―
２
１
１
５

申込フォーム
はこちらから

福島イノベ構想
メールフォーム
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　道路の安全な通行のため道路の上空
に構造物等を設けてはならない範囲

※建築限界とは

道路に張り出した樹木の管理（伐採等）について
　個人所有の土地から道路上に樹木などが張り出していると、道路の見通しが悪くなり、車や歩行者
の通行に支障をきたします。
　また、樹木などの管理が不十分で、風雨や樹木の枯死による倒木などが発生すると、通行の妨げと
なるだけでなく、交通事故や人身事故に繋がる恐れがあります。
　道路に張り出した樹木などが原因で事故が発生した場合、所有者の方が賠償責任を問われることが
あります。

≪樹木の伐採、せん定が必要な状態≫
　樹木が次の状態の場合、樹木や土地を所有している方はご対応をお願いします。
　・車道や歩道に樹木や枝が張り出している
　・枯れて倒木する恐れがある（車道等に張り出していない場合も含む）
　・折れた枝が道路に散乱している
　・カーブミラーや道路の見通しの障害となっている

≪伐採、せん定の作業を行う際の注意事項≫
　・付近に電線、電話線や光ケーブルがある場合は、危険を伴う可能性がありますので、事前に電気
　　事業者や通信事業者へご相談ください。
　・作業を行うときは、車両や歩行者への安全を確保するとともに、樹木からの転落に十分注意して
　　ください。
　・道路上で作業する場合は、道路占用許可または道路使用許可が必要となる場合があります。道路
　　占用許可については下記の問い合わせへ、道路使用許可に関しては最寄りの警察署へそれぞれご
　　相談ください。

◎問い合わせ
建設課　建設係　（電話：６２―２１１４）

自賠責保険・自賠責共済

　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償
保障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられており、自賠責保険・
共済なしで運行することは法令違反ですのでご注意下さい。

◎問い合わせ　国土交通省東北運輸局福島運輸支局
　　　　　　　電話：（０２４―５４６―０３４５）



広報しんち R5.9.20（5）

    

相
馬
方
部
衛
生
組
合

　
職
員
（
技
術
職
）
　

　
募
集

　

相
馬
方
部
衛
生
組
合
で
は
、
職

員
（
技
術
職
）
を
募
集
し
ま
す
。

職
種　
技
術
職

（
電
気
、
機
械
、
建
築
）

【
大
学
卒
業
程
度
、
高
等
専
門
学

校
卒
業
程
度
】

（
電
気
、
建
築
）

【
高
等
学
校
卒
業
程
度
】

（
電
気
、
機
械
）

【
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
】

採
用
予
定
人
員　
技
術
職
１
名

採
用
日　
令
和
６
年
４
月
１
日

主
な
勤
務
地

相
馬
方
部
衛
生
組
合
事
務
局
（
相

馬
市
役
所
１
階
）

試
験
方
法

一
次
試
験
＝
教
養
試
験
、
専
門　

　
　
　
　

試
験
、
適
性
検
査

二
次
試
験
＝
論
文
試
験
、
面
接　

　
　
　
　

試
験

試
験
日
・
試
験
会
場

一
次
試
験
＝
11
月
12
日
㈰
９
時

相
馬
市
中
央
公
民
館

１
階
会
議
室

二
次
試
験
＝
１
月
中
旬
実
施
予

定
（
会
場
は
別
途
通
知
い
た
し
ま

す
。）

受
付
期
限

10
月
31
日
㈫

郵
送
可
、
期
間
内
必
着

必
要
書
類

【
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等

学
校
卒
業
程
度
】

試
験
申
込
書
、指
定
の
履
歴
書（
自

筆
、写
真
添
付
）、返
信
用
封
筒（
長

形
３
号
、
84
円
切
手
貼
付
、
宛
先

明
記
）

【
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
】

試
験
申
込
書
。指
定
の
履
歴
書（
自

筆
、写
真
添
付
）、返
信
用
封
筒（
長

形
３
号
、
84
円
切
手
貼
付
、
宛
先

明
記
）、
職
種
の
免
許
証
の
写
し
、

職
務
経
歴
書

※
受
験
資
格
、
受
験
手
続
等
詳
細

は
公
立
相
馬
総
合
病
院
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

相
馬
方
部
衛
生
組
合
事
務
局

総
務
課

☎
３
５
―
４
１
２
４

ホームページ
はこちらから

公立相馬総合病院 HP

町内の空間線量率調査結果
　町では、町内 24 か所で放射線量の独自調査を行
いました。８月 26 日の測定結果は次のとおりです。

（μ Sv/h）　
測定場所 地表面 測定値

１ 福田小学校 土 0.05
２ 福田保育所 土 0.06
３ 木崎公会堂 土 0.07
４ 新地北工業団地 砂利 0.05
５ 鈴宇峠県境 砂利 0.09
６ 沢口ふれあい広場 芝 0.06
７ 狼沢集会所 土 0.06
８ 新地小学校 土 0.04
９ 尚英中学校 土 0.04
10 新地保育所 土 0.05
11 鹿狼山登山口駐車場 砂利 0.10
12 今泉農業集落排水処理場 砂利 0.05
13 総合公園広場 芝 0.06
14 新地浄化センター 芝 0.08
15 岡公会堂 舗装 0.05
16 杉目集会所 舗装 0.04
17 大戸緑地広場 舗装 0.07
18 新地町役場 舗装 0.05
19 菅谷公会堂 土 0.08
20 駒ケ嶺小学校 土 0.05
21 駒ケ嶺保育所 土 0.04
22 大沢北国道 113 号県境 砂利 0.06
23 藤崎公会堂 砂利 0.08
24 富倉地区防災

コミュニティーセンター 舗装 0.05

※測定は、地上１ｍ（３保育所は 50㎝の高さ）の高さで３回　
　の平均値。
※計測器：シンチレーションサーベイメーター

新地駅前温泉「温泉スタンド」をご利用ください
　町では、温泉スタンドを開設し天然の温泉水（泉
温 28.1℃）の供給をおこなっております。ぜひ、
ご家庭でご利用ください。

開設時間　午前８時 30 分から午後５時まで
使 用 料　   無料 ( ※当面の間 )

・温泉水を入れる容器（ポリタンクなど）をお持ち
   ください。

・浴用等にご利用ください。
　( ※飲用はできません。)

・温泉スタンドに掲示している「温泉分析書」およ
   びご家庭で使用する入浴設備等の取扱説明書をご
   確認のうえご利用ください。

◎問い合わせ　都市計画課　都市計画係　
　　　　　　　( 電話：６２－２１１３)



交通事故相談
   10 月２日㈪

９時～ 17 時　役場１０１相談室

行政相談
10 月 10 日㈫

９時 30 分～ 11 時 30 分　保健センター

心配ごと相談
10 月 2 日㈪・10 日㈫・20 日㈮

９時 30 分～ 11 時 30 分　保健センター

無料法律相談所
　町では、弁護士による無料法律相談所を開設
します。
　事前の予約が必要となりますので、問い合わ
せ先へご連絡ください。

開設日　10 月 17 日㈫
場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時
相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士
相談内容 生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎予約・問い合わせ
　町民課　生活環境係（電話：６２―２１１６）

福島県弁護士会相馬支部（電話：３６―４７８９）

自家消費野菜等の放射性物質測定結果について

８月の放射性物質測定の申込はありませんでした。
※町では自家消費野菜等の放射性物質測定を行って
います。
　検査を希望される方は持込方法をご確認の上、予
約をお願いします。

持込方法
・検査物は 500g 以上必要です。
・検査物を細かくする（みじん切り）

◎予約・問い合わせ
農林水産課　農林水産係

（電話：６２―２１９４）

農作物等被害対策によるイノシシ捕獲数について

　町では、農作物等鳥獣被害対策として、イノシシ
の捕獲活動を実施しています。有害鳥獣捕獲隊の活
動にご理解ご協力をお願いいたします。
　また、事故防止のため、捕獲用の箱罠等には近づ
かないようにお願いします。

◎問い合わせ　農林水産課　農林水産係
（電話：６２―２１９４）

捕獲数（頭）
８月捕獲数 32

令和５年度累計捕獲数 66

休日在宅当番歯科医
１日㈰　八巻歯科医院

（相馬市）　☎３５- ３０６１
８日㈰　新開歯科医院

（相馬市）　☎３６- ３２１４
 ９日㈪　くまがみ歯科医院

（原町区） ☎２５- ３４４３
 15 日㈰　木幡歯科医院

（鹿島区） ☎４６- ２２４４
 22 日㈰　鈴木歯科医院

（原町区）　☎２６- ３２３２
 29 日㈰　原田歯科医院

（相馬市）　☎３５- ２５５７
   診療時間　９時～ 16 時

10 月

休日在宅当番医
１日㈰　羽根田医院

（相馬市）　☎３５- ２９７０
８日㈰　阿部クリニック

（相馬市）　☎３５- ２５５３
 ９日㈪　わたなべ胃腸内科

（相馬市）　☎２６- ５０６１
 15 日㈰　杉本医院

（相馬市）　☎３６- ３６５０
 22 日㈰　渡辺病院

（新地町）　☎６３- ２１００
29 日㈰　早川医院

（相馬市）　☎３７- ３５００
   診療時間　９時～ 16 時


